


（１）商品名 

  『無配当重大疾病保障保険』 

 

（２）取扱開始日 

  平成２２年１０月１日（金） 

 

（３）仕組図 

 

重大疾病保険金額

死亡給付金額
（解約払戻金額と同額）

90日
がんの給付責任開始の日

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）保障内容 

  ○被保険者が、次のいずれかに該当された場合に、重大疾病保険金をお支払いします。 

   ①がんに罹患したと診断確定された場合 

   ②急性心筋梗塞により 60 日以上、労働制限が必要とする状態が継続したと診断され

た場合 

   ③脳卒中により 60 日以上、他覚的な神経学的後遺症が継続したと診断された場合 
 

  ○被保険者が死亡された場合に、死亡給付金（解約払戻金と同額）をお支払いします。 

 



（５）重大疾病保険金のお支払い 

 ①支払対象 

  重大疾病保険金の支払対象となる疾病は次の３つです。 

 

悪 性
新 生 物
（ が ん ）

急 性
心筋梗塞

脳 卒 中

 

 

 

 

 

 

 

 ②保障内容 

１．悪性新生物（がん） 

対象となる 

悪性新生物（がん） 

肺・胃・大腸などのがん 

[例]肺がん・甲状腺がん・悪性リンパ腫・白血病・骨肉腫 

※「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」 

「給付責任開始の日から９０日以内にかかったがん」は除く

支払事由 
被保険者が、がんの給付責任開始の日以後の保険期間中に「は

じめてがんにかかった」と医師に診断確定されたとき 

 

 ２．急性心筋梗塞 

対象となる 

急性心筋梗塞 

虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞 

※陳旧性心筋梗塞・狭心症などは対象とならないため、重大疾

病保険金の支払対象外 

支払事由 

がん以外の給付責任開始の日以後に発病した病気により、被保

険者が保険期間中に、急性心筋梗塞になったとき 

＋ 

その急性心筋梗塞により、はじめて医師の診療を受けた日から

その日を含めて６０日以上、労働制限を必要とする状態が継続

したと医師に診断されたとき 

 

 ３．脳卒中 

対象となる 

脳卒中 
脳血管疾患のうち、くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞 

支払事由 

がん以外の給付責任開始の日以後に発病した病気により、被保

険者が保険期間中に、脳卒中になったとき 

＋ 

その脳卒中により、はじめて医師の診療を受けた日からその日

を含めて６０日以上、他覚的な神経学的後遺症（例.麻痺）が

継続したと医師に診断されたとき 

 



（６）お取り扱い内容 

保険期間 

歳満期 ： ６０歳～９０歳の各歳、９５歳・１００歳 

年満期 ： ５年・１０年 

※契約年齢により異なる 

加入年齢 
最高６５歳 

※保険期間により異なる 

重大疾病 

保険金額 

法人契約 ： ３００万円以上 １０,０００万円以下 

個人契約 ： ３００万円以上  ２,０００万円以下 

※ 契約年齢により異なる 

 

（７）保険料例 

重大疾病保険金額 １,０００万円／団体月払 

保険期間 １０年 １００歳満期 

性別 男性 女性 男性 女性 

３０歳 2,640 円 4,880 円 16,000 円 15,230 円

４０歳 6,090 円 9,850 円 22,280 円 20,080 円

５０歳 14,010 円 15,160 円 32,400 円 26,150 円

 

※商品の詳細につきましては、「設計書（契約概要）」「注意喚起情報」「ご契約のしお

り」「約款」を必ずご確認ください。 

 

以 上 


	20100805090958
	20100804.pdf
	20100804ニュースリリース（新ライブ）[差し替え]
	20100804ニュースリリース（新ライブ）[最終版] .pdf




